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１．事案の概要

本件は、収納容器に係る意匠権（意匠登録第1472070号、以下「本件意匠権」）を有する八幡化成株式
会社（原告）が、株式会社大創産業（被告）の販売する収納容器（以下「被告商品」）は本件意匠権を侵
害するとして、意匠法37条１項及び２項に基づき販売差止め及び廃棄、さらに不法行為（意匠法39条
２項又は３項）に基づく損害賠償（1,140万3,000円及び弁護士費用300万円）を請求した事案である。
原審（東京地裁）は、差止請求を認容し、損害賠償についても約944万円を認めた。これに対し、双
方が控訴し、原告は損害額を約3,640万円に拡張請求した。
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